
石川県流域下水道維持管理要綱 
 
第１章 総     則 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、流域下水道の適正な管理を図るため、下水道法（昭和 33 年法律第 79

号。以下「法」という。）その他の法令等で定めるもののほか、必要な事項について定め

るものとする。 
＜参照条文＞ ＊流域下水道の管理＝法 25 の 22、＊公共下水道の管理＝法 3 

 
（定義） 
第２条 この要綱において次の各項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
(１) 流域下水道：石川県が管理する法第２条第４号イに規定する流域下水道をいう。 
(２) 管理者：流域下水道の設置、改築、維持その他の管理を行う石川県をいう。 
(３) 流域関連公共下水道：法第６条第５号に規定する流域関連公共下水道をいう。 
(４) 公共下水道管理者：流域関連公共下水道の設置、改築、維持その他の管理を行う市 

町村をいう。 
 
 
第２章 流域関連公共下水道の接続 
 
（接続の申請及び承認） 
第３条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続しようとするとき

は、当該接続工事に着手しようとする日から起算して３０日前までに、別記様式第１号

の申請書を接続しようとする箇所ごとに管理者に提出し、その計画について承認を受け

なければならない。承認を受けた計画の変更（別記第１に定める軽微な変更をのぞく。）

をしようとするときも、同様とする。 
２ 管理者は、前項の申請を受理した場合において、その内容が別記第２に定める流域下

水道接続基準に適合していると認めたときは、その旨を、別記様式第２号の通知書によ

り、速やかに公共下水道管理者に通知するものとする。 
 
（接続工事の着手届の提出及び完了検査） 
第４条 公共下水道管理者は、前条の規定による承認を受け、接続工事に着手しようとす

るときは、別記様式第３号による着手届を管理者に提出しなければならない。 
２ 公共下水道管理者は、前条の規定による接続工事が完了したときは、遅滞なく、別記

様式第４号による完了検査請求書を管理者に提出し、管理者の指定した職員よる検査を

受けなければならない。 
３ 管理者は、前項の検査の結果、工事の内容を認めたときは、その結果を別記様式第５

号の通知書により、公共下水道管理者に通知するものとする。 
 
（接続承認申請予定等の報告） 
第５条 公共下水道管理者は、当該年度に予定している第３条及び第７条の規定による 

申請の概要について、毎年４月末日までに、別記様式第６号の報告書により、管理者に

報告しなければならない。 



 
 
第３章 流域下水道の使用 
 
（流域下水道の処理開始の通知） 
第６条 管理者は、流域下水道の終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、

法第２５条の２６の規定により、当該処理開始に係る区域内の公共下水道管理者に、別

記様式第７号の通知書により、その旨を通知するものとする。 
 ＜参照条文＞ ＊流域下水道の供用開始等＝法 25 の 26、＊流域下水道の供用又は処理開始の通知事項＝下水道法

施行規則（以下、「省令」）19 

 
（使用の申請及び承認） 
第７条 公共下水道管理者は、流域下水道を使用して下水の処理を開始しようとするとき

は当該下水を処理すべき区域について、法第９条第２項の規定による公示をする日から

起算して３０日前までに、別記様式第８号による申請書を管理者に提出し、その承認を

受けなければならない。承認を受けた区域を変更しようとするときも、同様とする。 
２ 管理者は、その内容が別記第３に規定する流域下水道使用基準に適合していると認め

たときは、当該公共下水道管理者に対し、別記様式第９号による承認書を交付するもの

とする。 
 
（処理開始の公示内容の報告） 
第８条 公共下水道管理者は、法第９条第２項の規定により、流域関連公共下水道の処理

開始の公示をしたときは、当該公示をした日から１０日以内に、当該公示の写しを別記

様式第１０号の報告書により、管理者に送付しなければならない。 
 ＜参照条文＞ ＊公共下水道の処理開始＝法 9②、＊公共下水道の処理開始の公示事項＝下水の処理開始の公示事

項等に関する省令１、＊処理開始の効果＝法 11 の 3、＊公共下水道の供用開始=法９①、＊公共下

水道の供用開始の公示事項＝省令 5、＊供用開始の効果＝法 10、＊建築基準法 31① 

 
（区域外流入の協議） 
第９条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の処理区域外の者に対し、法第２４条

第１項第３号の規定により、流域関連公共下水道の使用を許可しようとするときは、あ

らかじめ、別記様式第１１号の協議書により、管理者に協議しなければならない。協議

した事項を変更しようとするときも、同様とする。 
２ 管理者は、前項の協議に対し、別記様式第１１号の２の回答書により、公共下水道管

理者に回答するものとする。 
３ 公共下水道管理者は、前２項の協議に係る下水の受入れを許可した日から１０日以内

に、別記様式第１１号の３の報告書により、管理者に送付しなければならない。 
＜参照条文＞ ＊公共下水道の行為の制限＝法 24① 

 
（排水設備設置義務免除の許可の報告） 
第９条の２ 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の処理区域内の者に対し、法第１

０条第１項ただし書きの規定により、流域関連公共下水道に流入させるために必要な排

水設備の設置義務免除を許可したときは、当該許可をした日から１０日以内に、別記様

式第１２号の報告書により、管理者に送付しなければならない。 
＜参照条文＞ ＊排水設備の設置等＝法 10①ただし書き 

 
 



第４章 悪質下水の流入防止 
 
（下水排除基準） 
第１０条 公共下水道管理者は、法第１２条第１項、法第１２条の２第３項及び法第１２

条の１１第１項の規定により、流域関連公共下水道に排除される下水の水質基準（以下

「下水排除基準」という。）を公共下水道条例に定めるものとする。 
 ＜参照条文＞ ＊除害施設の設置等＝法 12①、＊特定事業場からの下水の排除の制限＝法 12 の 2③、除害施設の

設置等＝法 12 の 11① 

 
（流域関連公共下水道使用者の報告） 
第１１条 公共下水道管理者は、法第１１条の２の規定により、流域関連公共下水道を使

用しようとする者（以下「使用者」という。）から、下水の量、水質及び使用開始の時期

の届出を受けたときは、別記様式第１３号の報告書により、速やかにその内容を管理者

に報告しなければならない。その届出に係る下水の量、水質に変更があったときも、同

様とする。 
＜参照条文＞ ＊使用の開始等の届出＝法 11 の 2 

 
（特定施設の設置等に係る通知） 
第１２条 公共下水道管理者は、法第１２条の１０の規定による管理者への通知を次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して２０日以内に、別記

様式第１４号の通知書により、行わなければならない。 
 (１) 法第１２条の３、法第１２条の４、法第１２条の７又は法第１２条の８第３項の規

定による届出に係る事項の通知   当該届出を受理した日 
 (２) 法第１２条の５の規定による命令の内容の通知 当該命令をした日 
２ 公共下水道管理者は、前項の規定による届出をしている場合を除き、法第１条及び第

１２条の１１の規定により、公共下水道管理者が定めた下水排除基準に適合しない下水

を流域関連公共下水道に排除する原因となる施設（以下「除害施設必要施設」という。）

を設置しようとする者若しくはその設置者又はこれらの施設を借り受け、若しくは譲り

受けたものに対し、除害施設及び除害施設必要施設の設置についての届出をするよう指

導し、その届出を受理したときは、当該届出があった日から起算して 20 日以内に、別記

様式第１５号の通知書により、管理者に通知しなければならない。 
＜参照条文＞ ＊計画変更命令＝法 12 の 5 ＊受理書＝省令 11 

 
（流域関連公共下水道使用者の水質測定義務等） 
第１３条 公共下水道管理者は、特定施設の設置者に対して法第１２条の１２の規定によ

り、流域関連公共下水道に排除される下水の水質を測定し、記録することを義務づける

とともに、これ以外の使用者に対しても必要に応じ当該下水の水質の測定及び記録を行

うよう指導し、適正な管理に努めなければならない。 
＜参照条文＞ ＊水質の測定義務等＝法 12 の 12 

 
（流域関連公共下水道使用者からの報告の徴収） 
第１４条 公共下水道管理者は、その使用者から法第３９条の２の規定により、その下水

を排除する事業場の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴

したときは、その内容について速やかに管理者に報告しなければならない。 
＜参照条文＞ ＊報告の徴収＝法 39 の２ 

 
 



（流域下水道への流入水質の調査報告） 
第１５条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水

質について、別記第４に定めるところにより調査し、その結果を調査した月の翌月の末

日までに、別記様式第１６号の報告書により、管理者に報告しなければならない。 
２ 公共下水道管理者は、前項の調査により異常な結果が測定された場合は、速やかに原

因を調査し、その結果を管理者に報告しなければならない。 
 
（流域関連公共下水道への排出水の報告等） 
第１６条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道へ排除される下水の水質について、

別記第５に定めるところにより調査し、その結果を調査した翌月の末日までに、別記様

式第１７号の報告書により、管理者に報告しなければならない。 
２ 公共下水道管理者は、前項の調査を行うに当たっては、あらかじめ、管理者と協議し

てその年度の調査の実施計画を定め、毎年４月末日までに、別記様式第１８号の報告書

により、管理者に報告しなければならない。 
 
（流域関連公共下水道使用者に対する処分の通知） 
第１７条 公共下水道管理者は、前条第１項の調査の結果、当該水質が下水排除基準を超

えているか又は超える恐れがあると認めたときは、法第１３条第１項の規定により、た

だちに、排水設備、特定施設及び除害施設その他の物件の排水の系統ごとの排水口にお

ける水質の分析を行うとともに、これらの稼働状況及び水質測定の履行状況等を検査し、

必要があるときは、法第３７条の２又は第３８条の規定による命令又は処分を行うなど

適切な措置を講じなければならない。 
２ 公共下水道管理者は、前項の処分を行ったときは、その内容について別記様式第１９

号の通知書により、速やかに管理者に報告しなければならない。 
＜参照条文＞ ＊排水設備等の検査＝法 13、＊改善命令等＝法 37 の 2、＊監督処分等＝法 38 

 
（管理者からの調査要請） 
第１８条 公共下水道管理者は、管理者から法第２５条の２８の規定による、次に掲げる

調査を行うよう要請があった場合は、これに応じ、その調査結果を速やかに管理者に報

告しなければならない。 
 (１) 下水排除基準を超えているか又は超える恐れのある下水を排除する使用者につい

ての調査 
(２) 異常水質に関する追跡調査 
(３) 流域下水道に流入する下水量に関する調査 
(４) その他管理者が必要とする調査 

＜参照条文＞ ＊原因調査の要請等＝法 25 の 28、＊放流水の水質検査等＝法 21①、＊発生汚泥等の処理＝法 21 の 2 

 
（除害施設等台帳の整備） 
第１９条 公共下水道管理者は、悪質下水の流入防止を図るため下水排除基準を超えてい

るか又は超える恐れがあるものについて特定施設、除害施設及び排水設備に関する台帳

を作成し、これらの内容、検査結果、指導事項等を記載しておかなければならない。ま

た、管理者が悪質下水の流入防止を図る観点から、台帳の提出を求めたときは、公共下

水道管理者はこれに応じなければならない。 
＜参照条文＞ ＊公共下水道台帳＝法 23 

 
 



第５章 公共下水道管理者の責務 
 
（公共下水道条例の制定） 
第２０条 公共下水道管理者は、法第２５条の規定による流域関連公共下水道に係る条例

を定めようとするときは、あらかじめ管理者の意見を聞かなければならない。条例を改

正しようとするときも、同様とする。 
＜参照条文＞ ＊条例で規定する事項＝法 25 

 
（下水道普及状況等の報告） 
第２１条 公共下水道管理者は、前年度末の流域関連公共下水道の普及状況について、当

該年度の翌年度の４月末日までに、別記様式第２０号の報告書により、管理者に報告し

なければならない。 
２ 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の水洗化状況等について、毎翌月末までに、

別記様式第２０号の報告書により、管理者に報告しなければならない。 
 
（雨水等の流入防止） 
第２２条 公共下水道管理者は、汚水管への雨水等の流入を防止するよう努めなければな

らない。 
 
（公共下水道巡視責務） 
第２３条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を定期的に巡視し、必要に応じて、

清掃・補修等の適切な措置を講ずるものとする。 
 
 
第６章 そ  の  他 
 
（突発的事故及び悪質下水の流入等に係る体制の整備） 
第２４条 管理者又は公共下水道管理者は、法第１２条の９の規定による事故時の措置そ

の他突発的事故及び悪質下水の流入等により、流域下水道の施設の機能を妨げ、又は施

設を破損するなどの重大な影響を及ぼす事態が発生した場合又は発生する恐れがあると

認めた場合に、すみやかに相互の連絡を行ったうえ、適切な措置を講ずるものとする。 
２ 前項において、公共下水道管理者は、その事態に迅速かつ的確に対応するため緊急連

絡体制を定め、管理者に報告しなければならない。緊急連絡体制に定める事項を改めた

場合も同様とする。 
３ 緊急連絡体制に定める事項は次の通りとする。 

(１) 連絡責任者 
(２) 連絡責任者の連絡先（夜間を含む。） 
＜参照条文＞ ＊事故時の措置＝法 12 の 9 

 
（流量の把握） 
第２５条 流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の流量の把握は、管理者が

設置した流量計に基づき行うものとする。 



 附 則 
１ この要綱は、平成元年１月 21 日から施行する。 
２ この要綱の施行の際、現に流域下水道に接続されている流域下水道については、第３

条第１項の承認があったものとみなす。 
３ この要綱において、第３条及び第７条中「60 日前」とあるのは、昭和 63 年度に限り「30

日前」と読み替えるものとする。 
 
 附 則 
１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 
 
 附 則 
１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
 
 附 則 
１ この要綱は、平成１７年１１月１日から施行する。 
 
 附 則 
１ この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 
 
 附 則 
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 
 附 則 
１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 
 



別記第１（第３条関係） 
軽 微 な 変 更 

 第３条第１項に規定する「軽微な変更」とは、次の各号の一に該当する変更以外のもの

とする。 
１ 接続箇所（位置）の変更 
２ 計画処理区域の変更 
３ 接続管の構造及び能力の変更 
＜関係条文＞ ＊環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合＝下水道法施行令（以下、「政令」）17 の 9、＊協議等を

要しない事業計画の軽微な変更＝政令 17 の 10 

 
別記第２（第３条関係） 

流域下水道接続基準 
１ 流域下水道管渠施設（以下「流域幹線」という。）に流域関連公共下水道管渠を接続す

る箇所は、流量計が設置されていない接続マンホールで管理者が指定した箇所とする。 
２ 接続管の大きさは、流域下水道計画に整合した当該処理分区の計画下水量を流下させ

るものとする。 
３ 接続管の方向は、流域幹線に対し直角とすることを原則とすること（下図参照）。ただ

し、流域幹線の終点マンホールに接続する場合には、流域幹線と同一方向とする。 
４ 接続管の副管は、原則として下図に示すように内副管とする。 
５ 流域下水道と公共下水道との管理区分については、下図の斜線部は流域下水道、副管

部は公共下水道の管理とする。 
６ 管理者が前各項の基準によることが困難と認める接続箇所については、管理者と公共

下水道管理者との協議により定めるものとする。 

 
図 流域下水道に流域関連公共下水道を接続する場合の例 

 
別記第３（第７条関係） 

流域下水道使用基準 
１ 承認区域は、法第２５条の２６の規定による流域下水道管理者が通知した区域内であ

ること。 
２ 承認汚水量は、流域下水道の能力の範囲内であること。 
３ 承認に係る接続工事について、第４条第２項の検査に合格していること又は、合格す

ることが確実であること。 



 
別記第４（第１５条関係） 

下水の水質に関する調査方法 
１ 水質調査箇所等 
  管理者と公共下水道管理者が年度当初に協議し設定した接続箇所、調査回数に基づき

行うこととする。なお、２方向から接続する場合は、その両方について測定することを

原則とする。 
２ 水質調査日 
  管理者と公共下水道管理者が協議した雨の影響のない日とする。 
３ 水質の調査方法 

(１) 試料 
終端マンホールにおいて、２時間おきに、２４時間採水した試料とする。 

(２) 分析方法 
水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和 37 年厚生省、建設省

令第１号）に定められた方法による。 
(３) 分析項目 

分析項目は原則として、別記様式第１６号－１（流域下水道流入下水水質調査書）

に掲げる全項目とする。ただし、管理者と公共下水道管理者との協議により、「カド

ミウム及びその化合物」以下の項目で、各処理分区内の事業場等の操業状況を勘案し、

分析の必要がないと思われるものについては、除外することができる。 
 
別記第５（第１６条関係） 

流域関連公共下水道への排出水の調査方法 
１ 調査対象 
  調査対象は、原則として第１１条及び第１２条の規定により、公共下水道管理者から

管理者に報告又は通知のあった箇所とする。ただし、これ以外の箇所のうち管理者と公

共下水道管理者が協議のうえ、特に必要と認めた場合は別途通知することが出来る。 
２ 調査回数 
  この調査は原則として、政令第９条の４第１項各号に揚げる有害物質及び重金属類に

係る箇所については年４回以上、その他については年２回以上（ダイオキシンについて

は年１回）行うこととする。ただし、管理者と公共下水道管理者は協議のうえ、当該下

水の量及び水質を勘案して別の定めをすることが出来る。 
３ 試料の採取 
  流域関連公共下水道への排水口ごとに試料を採取する。 
４ 分析方法 
  水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた方法による。 
５ 分析項目 
  分析項目は、調査箇所ごとに使用薬品等の内容を十分検討し、当該箇所から排出され

る項目とする。 
６ その他 
  除害施設の運転状況、附帯計測器の管理状況、汚水の状況及び発生汚泥の処分状況等

についても十分調査する。 
 ＜参照条文＞＊特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準＝政令 9 の 4 

 


